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はじめに 

 

 

森林は、国土の保全、水源の涵（かん）養、生物多様性の保全、地球温暖化の防止、文化の形成、

木材等の物質生産等の多面的機能を有しており、私たちの生活に様々な恩恵をもたらす「緑の社会資

本」です。 

こうした森林において、無秩序な伐採や開発が行われることは、森林の荒廃を招き、山崩れや風水

害による災害を発生させる原因ともなります。また、無計画な伐採は森林資源を減少させ、林産物供

給の面でも大きな混乱をきたすおそれがあります。 

さらに森林の造成には長期の年月を要することから、一旦荒廃してしまうと森林の機能の回復は容

易でなく、国民経済に多大な影響を及ぼします。 

そのため、長期的な視点に立った計画的かつ適切な森林の取扱いを推進する必要があることから、

森林法において森林計画制度が定められています。 

 

一方、戦後に造成されたスギ・ヒノキなどの人工林を主体に蓄積が年々増加しており、多くの人工

林が利用期を迎え、充実した森林資源を活用すると同時に計画的に再造成すべき段階にあります。  

国は令和３年６月に「森林・林業基本計画」を閣議決定し、森林及び林業をめぐる情勢変化等

を踏まえた対応方向として、森林を適正に管理し、林業・木材産業の持続性を高めながら成長発

展させることで、2050 年カーボンニュートラルも見すえた豊かな社会経済を実現することとし

ています。 

また、令和５年 10 月に閣議決定された「全国森林計画」では、新たな計画期間に見合う量の

伐採立木材積や造林面積等の計画量が計上されたほか、花粉発生源対策の加速化等について示さ

れています。 

 

第 15 次長良川地域森林計画は、森林法に基づき、全国森林計画に即し、また、市町村森林整

備計画の規範として、森林・林業等に関する諸施策の実施状況を考慮し、森林の整備及び保全の目

標、森林施業、林道の開設、森林の土地の保全、保安施設等に関する事項を明らかにするものです。 

 

なお、当地域森林計画の樹立にあたっては、岐阜県森林づくり基本計画と整合を図りつつ、また、

国土利用計画(岐阜県計画)をはじめとする諸計画との関連性にも配慮しています。 
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